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資料５－１

「脆弱性評価」の考え方（案）

１．趣旨

（１）強靭化（レジリエンス）に向けたリスクマネジメント

国土の強靭化（ナショナル・レジリエンス（防災・減災 ）に向けた取組を推）

進するためには、

１）対象となるリスクを特定し、当該リスクに対して強靭化が目指すべき目標

を明示

） 、 、２ 各分野におけるリスクシナリオと影響を分析したうえで 目標に照らして

現状の脆弱性を評価

３）脆弱性の原因を分析、脆弱性を克服するための課題と対応方策を検討

） 、 、４ 課題解決のために必要な政策の見直しを行うとともに 対応方策について

重点化、優先順位をつけて計画的に実施

５)その結果を適正に評価

というサイクルを回していくことが必要である。

本来、上記の作業には、１）について具体的に明示することが必要であり、ま

た、２）を詳細に行うためには相当な期間を要する。

強靭化（レジリエンス）に関する目標については、国民的な議論を経て、法的

根拠のもとに政府の計画を策定する中で明示することが望ましい。さらに、脆弱

性評価の指針を策定するうえでは、現状に関する概略・予備的な調査が不可欠で

ある。

（２）当面の対応

したがって、１ 、２）を含めた本格的な対応は、本年年央以降に実施するこ）

ととし、当面は以下の対応を行うこととする。

① 自然災害のうち、低頻度大規模災害が発生した場合に、我が国の経済社会シ

ステムが、国土の強靭性（レジリエンス）を確保するうえで事前に備えるべき

目標を分野横断的に明示する。

②各目標に照らして、分野ごとの現行の施策・事業が、目標実現にどの程度貢献

しているか （精緻な定量分析は困難であるが）各府省からの報告を受けて、、
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現状と目標の乖離について総合的に分析する。

③また、各目標に照らして、地方公共団体等が、現状に対してどのような認識を

しているか調査を行い、②と併せて現状の脆弱性に関する評価とする。

上記は （１）のとおり、あくまで現状に関する概略・予備的な調査であり、、

各府省の個別の施策・事業に関する政策評価を行うものではないこと、また、特

定の地域の危険性（災害時に大きな被害が想定される等）を明らかにするもので

はないことに留意する必要がある。

２．各府省に依頼すること

（１）各目標ごとに、目標に照らして危険な（起こってはならない 、リスク事象）

の結果である事態としてどのような事態を想定しているか、列挙する。

※ 懇談会委員が指摘する事態は別紙のとおり （事前に提出いただいたもの）。

※ 「必要不可欠な行政機能の確保」については、上記に加え、各府省で、具体的に

どの機能を不可欠と認識しているか、既存のＢＣＰ等を引用する形で明示する。

（２）各目標、対象分野ごとのマトリクスに、上記の事態への対応も含めた、目標

達成に向けて現在実施している施策・事業としてどのようなものがあるか、そ

れぞれの施策・事業が 具体的にどのような災害を念頭に どのような目標 施、 、 （

策、事業を実施した場合に、事態の発生を防止する効果等(※)）のもと実施さ

れているか、及びそれらの達成状況（計画の何割程度実施済み等）について、

把握可能な範囲で報告を求める。

※ 各施策・事業が実施されてもなお残るリスクがあれば、その空間的広がり、時

間軸（長期的に影響が及ぶことが懸念されるか等）についての認識を可能な範囲

で明示する。

（３）それぞれのマトリクスに関し、各府省として目標達成（リスクの一部低減も

含む）に向けた現状の改善のために何が課題であり、今後どのような方策を導

入するべきと認識しているか 報告を求める その際 たとえば 他の主体 民、 。 、 、 （

間事業者、地方公共団体等）との連携、あるいは他の主体の取組に関する課題

について報告を求める。

（ ） 、 （ ）４ 今回のマトリクスに当てはまらないが 他の観点から強靭性 レジリエンス

、 、確保のために貢献すると各府省が認識している施策・事業があれば その目標

効果とともに、報告を求める。
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（５）上記以外に、以下に係る各府省の取組状況、今後の取組方針について報告を

求める。

１ （低頻度大規模災害対応以外も含めた）所管分野の施設に係る維持管理・）

更新（老朽化対策含む）に関する取組（重点化、優先順位付けを行って計画

的、戦略的に実施しているか、も含む）及び関連する技術開発

２）低頻度大規模災害が発生した場合でも、国民生活・国民経済に関する必要

不可欠な機能を維持するという観点から重要な、自組織及び所管する関係機

関における組織・人材・運営面での課題の把握

３）強靭化（レジリエンス）に関連する中長期的・分野横断的な戦略、計画、

グランドデザイン等の策定

３．地方公共団体に依頼すること

（１）それぞれの目標に照らして、地方の視点から、各地域における脆弱性につい

て、これまでの分析・検討結果があればご報告いただく。

（２）それぞれの目標・分野のマトリクスに照らして、各地方でどのような取組を

行っているか、また、地方の視点から、現在の国の施策・事業でどのような取

組が今後必要であると考えているか、また、現状で何が課題であると認識して

（ 、 ）、 。いるか 国と地方の連携 現状の各種制度上の諸課題等 ご報告をいただく

（ ） 、 （ ）３ 今回のマトリクスに当てはまらないが 他の観点から強靭性 レジリエンス

確保のために貢献すると地方の視点で考えられる国の施策・事業があれば、ご

報告をいただく。

（４）その他、今回のマトリクスに当てはまらないが、地方の視点から、何が不安

であるか、また国が今後配慮すべき事項があれば、併せてご報告をいただく。
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（別紙）委員が指摘する事態

①産業への甚大な影響

・日本企業（特に製造業）の国内製造拠点の復興が困難（海外製造拠点への機能転換、

中小企業の廃業等による人材の喪失）

・グローバル社会における競争力、信用の失墜、顧客の流出

・金融サービス（銀行・証券・保険・金融市場等）の機能停止

・エネルギー供給の停止、復旧の長期化

・農業（水産業等食糧供給を含む）生産の停滞

・物流の中断

・情報通信（郵便を含む 、放送の中断）

・失業の重大な増加

②行政機能

・政府機能（地方公共団体、立法機関を含む）の低下・停止、それに伴う救援・復旧支

援機能の停止、復旧・復興の遅延（人材喪失、施設被災、情報・指示系統の途絶等

による）

③同時発生の複合災害等

・同時超広域災害による950万人の避難者の発生

・地盤沈降による長期浸水

・天然ダムの崩壊、交通ネットワークの途絶による孤立集落の発生

・大規模火災、海上火災、陸上での延焼等

・危険ガス・物質等の外部への流出（燻蒸倉庫、貯蔵タンクなど）

・地震等による堤防等河川管理施設の大規模被害

④交通の機能停止

・耐震強化岸壁の被災による救援機能長期間停止

・空港被災（近隣県の空港の被災により救援機能停止）

・太平洋ベルト地帯の幹線分断（新幹線、高速道路）

・道路網の分断（救援、復旧、復興の障害 、老朽化橋梁の長期機能喪失（通行止め））

・震災後の無秩序な交通流がもたらす混乱（自動車・歩行者・鉄道旅客）

・鉄道・道路沿道の建物倒壊の影響

⑤国民の健康への甚大な影響等

・救命・医療活動（消防・警察・自衛隊等緊急サービスの重大な被災を含む）の重大な

不足

・傷害被害者と救急医療体制の齟齬

・食料・飲料水等生命に関わる物資の提供困難

・疫病・感染症等の蔓延

・治安問題の発生

・上下水道の長期機能停止

⑥その他

・災害時要援護者の増大による甚大な数の死傷者と救済資源ニーズの増大

・復興に関する合意形成の長期停滞

・国民のあきらめ、厭世観等の蔓延

※事態の中には二次的な災害も含まれている。


